
京田辺市選挙管理委員会告示第２８号 

 

京田辺市選挙管理委員会の所管に係る情報セキュリティに関する規程 

 

京田辺市選挙管理委員会の所管に係る情報セキュリティについては、他に特

別の定めがある場合を除くほか、京田辺市情報セキュリティに関する規程（令

和８年京田辺市訓令第３号）の規定の例による。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


